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SDGs達成に向けた宣言書

宣言者 所在地 秋田市中通 5丁目 9-49
名 称 一般財団法人

日本森林林業振興会秋田支部

代表者 支部長 木村 大助

は、SDGs の内容を理解し、SDGs達成に向けた

方針及び取組を次のとおり宣言します。

SDGs 達成に向けた取組方針等と目指す姿

３側面

(主な分野

にþ)

SDGs 達成に向けた

重点的な取組

2030年に向けた

指標

重点的な取組及び

指標の進捗状況

（※初回記入不要。１年ごとに要報告）

初回登録年月日：Ｒ4年 3月 18日

関連する主な

SDGs ゴール

（最大３つ）

þ経済

☐社会

þ環境

持続的な森林経営

や森林吸収量の確保

への貢献

健全な森林の育成が進む

よう、分収造林の森林整備や

森林調査を実施するととも

に、調査の効率化、新たな技

術の導入等に取り組む。

国有林の分収林契約に

基づき植栽を実施した。ま

た二酸化炭素吸収量確保

に向け、国有林内の間伐等

の森林整備を実施するた

めの森林調査に取り組ん

だ。

9、13、15

þ経済

☐社会

þ環境

森林の利活用によ

る再生可能エネルギ

ー拡大への貢献

地熱発電、水力発電等再生

可能エネルギーに対応する

送電網の整備に向け、森林の

利活用に取り組む。

地熱発電や水力発電等

再生可能エネルギー等の

送電網の整備のための現

地調査等の業務に取り組

んだ。

7、11、15

☐経済

þ社会

þ環境

森林・林業・林産業

に関する社会貢献活

動への支援等による

森林林業の活性化へ

の貢献

NPO 等各種団体が取り組

む森林の保全・利用・普及啓

発、木材の利用等への支援や

取組を行う。

森林の持つ多様性や重

要性の普及啓発に取り組

む団体や森林の環境整備

を行う団体への支援など

に取り組んだ。

3、15、17

当会は、森林・林業に関する調査・整備、公共インフラである送電線等の維持に必要な森林の利活用、

資機材の提供等を実施するとともに、各種団体の森林・林業に係る取組に対する支援を行う社会貢献事

業等を実施しており、これら取組を通じ、森林・林業の持続的な発展への貢献、引いては、カーボンニュ

ートラルに向けた「グリーン成長」に寄与する。

（一財）日本森林林業振興会秋田支部



ゴール

番号
内容 アイコン

ゴール

番号
内容 アイコン

１ 貧困をなくそう ９
産業と技術革新の基

盤をつくろう

２ 飢餓をゼロに １０
人や国の不平等をな

くそう

３
すべての人に健康と

福祉を
１１

住み続けられるまち

づくりを

４
質の高い教育をみん

なに
１２

つくる責任、つかう責

任

５
ジェンダー平等を実

現しよう
１３

気候変動に具体的な

対策を

６
安全な水とトイレを

世界中に
１４ 海の豊かさを守ろう

７
エネルギーをみんな

に、そしてクリーンに
１５ 陸の豊かさも守ろう

８
働きがいも経済成長

も
１６

平和と公正をすべて

の人に

１７
パートナーシップで

目標を達成しよう


